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新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染対策の徹底について 

 

 平素は、本県における医療・福祉行政の推進について格別の御理解、御協力を賜り

厚く感謝申し上げます。 

 御案内のとおり本年１月以降、新型コロナウイルス感染症が全国で急拡大する中、

本県においても、連日多くの陽性確認が続いており、基礎疾患のある方や高齢者等の

重症化リスクのある方への感染拡大に伴う医療提供体制のひっ迫が懸念されるとこ

ろです。 

 こうした中、医療機関や高齢者施設におけるクラスターの発生が相次いでおり、保

健所による疫学調査によりますと、下記のとおり感染の場面や注意すべき事項が明ら

かとなっております。 

 つきましては、貴所内における感染対策について改めて点検いただき、感染拡大の

回避に万全を図っていただきますようお願いします。 

 

記 

 

【感染の場面】 

 ○患者や利用者同士がマスクなしで会話 

 ○入浴前後の脱衣所において利用者同士がマスクなしで密な環境 

 ○従事者と利用者が一緒に食事 

  ○耳の遠い患者等に対する近距離での声掛け（耳元で大声） 

  ○食事介助等で推奨されるフェイスシールドの未使用 

 ○不十分な換気（換気のルールが徹底されていない。） 

【注意すべき事項】 

  ○不織布マスクの適切な着用（鼻出しマスク、あごマスクの禁止） 

  ○身体接触を伴う場面（食事、入浴、トイレの介助）や、近距離での声掛けを行

う際のマスク等の着用徹底 

 ○手洗い、手指消毒、環境消毒（ドアノブ、スイッチ等）による接触感染の防止

の徹底 

 ○換気の徹底と密な環境の回避 

（三密（密集・密閉・密接）のうち一つの密であってもできるだけ避ける。） 


